
ケースプレゼンテーション試験申請
書類作成時の注意事項



・申請時までに、当該年度までの年会費を必ず納入してください。
・提出PDFは1.発表症例の概要報告書、2.申請書、3.チェックリスト、4.その他書類（大学発行在籍証明書〈大
学所属者のみ〉）の順で一つにまとめてください。
(サイズ上限は10MB以下。PDF変換ソフトや編集ソフトを利用して一つのPDF形式としてください《PDF編集
フリーソフト参考例：Smallpdf、PDF24toolsなど》。PDFへの変換および編集ソフトについての問い合わせは
学会事務局では対応しておりませんのでご了承ください。)
・アップロードする前に【メニュー＞文書のプロパティ＞ページサイズ】から、A４サイズである【210mm ×
297mm】であることを確認してください。
上記サイズ以外ですと、アップロードできない場合がございます。

１.発表症例の概要報告書
（4ページ）

2.試験申請書
（4ページ）

3.チェックリスト 4.その他書類
大学発行在籍証明書〈大学所属
者のみ〉

【提出順】



年・月・日まで記載すること

歯科医師免許番号は必
ず記載すること

氏名のみ自署、その他
PC入力

学会入会年月日をよく
確認すること

申請者氏名の記載漏れがない
ようにすること

いる・いた 〇の付け
忘れに注意

在籍期間が2年に満たない
場合は複数枚提出するこ
と、申請時までの証明書

を提出すること

押印を忘れずに

自署＋印



申請者氏名の記載漏れがない
ようにすること

大学発行在籍証明書は、申請時ま
での期間の証明書を提出すること、
在籍期間の記載された証明書を提

出すること
自署＋印

申請者の自署＋印



概要報告書一式(口腔内写真およびエックス線写真を含む)の写真については下記を提出
してください。

1.術前口腔内写真：5枚法（正面・左右側方・上下咬合面観）あるいは５枚法以上の撮影方法で記録され
たもの
2.術前パノラマエックス線写真：原則として顎関節を含むもの。
3.上部構造装着直後の口腔内写真：治療部位が確認できるもの。5枚法（正面・左右側方・上下咬合面
観）あるいは５枚法以上の撮影方法で記録されたもの。
4.上部構造装着後2年以上経過後の口腔内写真：5枚法（正面・左右側方・上下咬合面観）あるいは５枚
法以上の撮影方法で記録されたもの。
5.上部構造装着後2年以上経過後のパノラマエックス線写真：原則として顎関節を含むもの。

なお、エックス線写真は全顎を診断する意味合いからパノラマエックス線写真を原則とします。歯科用
CTで撮影したパノラミックビューの場合、全顎的な画像（パノラマエックス線写真と同等の撮像範囲）
が得られるものであれば可とします。
術前のパノラマエックス線写真において、インプラント埋入部位に抜歯予定の歯が残存している場合に
は、抜歯即時埋入を除き、抜歯窩の治癒について評価した資料（デンタル、CTなどのエックス線検査の
画像等）の提示が必要です。



研修施設長の署名・印

1枚目は、印刷したものを
研修施設長の署名捺印の上、
スキャンしてPDFにする

2枚目以降については、印刷し
たものをスキャンしてPDFに
するか、ワードファイルを
PDF変換としても可とする
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